
人工授精や受精卵移植（家畜人工授精等）を行うことができるのは、家畜
人工授精師や獣医師（家畜人工授精師等）の免許の交付を受けた者に限ら
れており、家畜改良増殖法等に従い行動することが求められます。

家畜人工授精師等の皆様におかれましては、改めてそのことを御認識いた
だき、以下の点について、改めて留意いただくようお願い申し上げます。

精液を採取した種畜の情報を正確に譲渡先に伝達していくことが重要であ
るため、家畜改良増殖法では、家畜人工授精師等は、所要の検査の後、速
やかに精液を容器に収めた上で封をし、かつ「家畜人工授精用精液証明書」
を添付することとされています。

封や証明書が添付されていない精液は、他者の雌畜への注入はもちろん
のこと、譲渡することもできません。
このため、精液を譲渡をする時、譲渡を受ける時、利用する時など、各段

階でその精液と証明書が確実に一致しているかどうか、証明書に記載漏れ
がないか等を確認するようお願いします。

① 精液と「精液証明書」は常に一体です！

記載に不備（記載漏れ、虚偽の記載等）があり、有効と認められない「精液
証明書」が添付された精液を利用したり、譲渡した場合、家畜改良増殖法に
違反することとなります（違反した場合50万円以下の罰金）。
特に裏面の記載事項は、適正な精液の流通管理を担保する上で非常に重
要です。必ず証明書の「譲渡・経由の確認」の欄に、譲渡する者・譲り受ける
者の情報とその日付を記載する必要があります。

② 「精液証明書」の記載に不備がある精液の
利用・譲渡は法律違反です！
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＜精液証明書の記載例＞

③ 精液等は施錠をするなど厳正に管理して下さい！
精液と「精液証明書」は一体で流通管理される必要があるため、両方を適
正に管理することが重要です（精液だけでは利用できない、譲渡できない）。

そのため、施錠をするなど、「安易に他者が持ち出すことが可能な状態で
置いておかないこと」、「精液と証明書の突合が可能な状態で管理すること」
など厳正な管理をお願いします。

※受精卵の流通管理についても、基本的に精液と同様の扱いとなりますので、御留意ください。
※その他、人工授精等に関する各種取扱につきましても改めて、御確認いただき、適正な業務の実施
に御協力お願いいたします。

①

②

③

④

・①を見ると、この精液は、H29年4月1日に東京都□□市の「××人工授精所」が採取したものであると
分かる。
・②を見ると「××人工授精所」からH29年5月1日に東京都▽▽市の「▼▼農協」へ譲渡している。
・③を見ると、「▼▼農協」はH29年5月10日に東京都▽▽市の「◎◎ ◎◎」氏に譲渡している。
・④を見ると、「◎◎ ◎◎」氏は、この精液をH29年5月15日に「○○ ○○」氏の所有する雌牛に注入
したことが分かる。

県央家畜保健衛生所 TEL:028(689)1200  FAX:028(689)1279
県南家畜保健衛生所 TEL:0282(27)3611  FAX:0282(27)4144
県北家畜保健衛生所 TEL:0287(36)0314  FAX:0287(37)4825

御不明な点がありましたら、最寄りの家畜保健衛生所へご相談ください。


